
記事や写真は著作物です。

日ごろの新聞活用に問題はありませんか？

茨城新聞キャラクター「文字まんじゅう」

茨城新聞キャラクター「ひばぶん」

著作権法で保護されています。

使用するには申請が必要です。

新聞紙面をコピーまたはスキャンして
職場での回覧や配布、メール送信

NO!

新聞紙面を写真撮影して
　　　インターネットに転載

新聞記事や写真を営業資料やチラシ、
パンフレットなどに使用

NO! NO!

クリッピング利用契約の

申し込みをお願いします

クリッピングをするには茨城新聞社との契約が必要です。

メール：chosaku@ibaraki-np.co.jp

お問い合わせ先 茨城新聞社編集局  ☎029-239-3020

 クリッピングとは 企業・官公庁内での情報

共有などの目的のため、新聞記事を継続

的・反復的に複製（コピー）して配布したり、

電子媒体（イントラネット掲載、メール配信

など）を介して配布するといった利用行為を

「クリッピング」といいます。

著作権法では「行政目的のために

内部資料として必要と認められる

場合」に限って複製などができる

としています。

行政目的とは「国家意思等を決定

し行使するのに必要な場合」を指

します。執務参考資料としての複

製には許諾が必要です。


